
様式第二号 

【関連情報】 

Ⅰ 前中間連結会計期間（自    年 月 日 至    年 月 日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

（単位： 円） 

 ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ 合計 

外部顧客への売上高 ××× ××× ××× ××× 

 

２．地域ごとの情報 

⑴ 売上高 

（単位： 円） 

日本 ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ 合計 

××× ××× ××× ××× ××× ××× 

 

⑵ 有形固定資産 

（単位： 円） 

日本 ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ 合計 

××× ××× ××× ××× ××× ××× 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

（単位： 円） 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

・・・・・・ ××× ・・・・・・ 

 

Ⅱ 当中間連結会計期間（自    年 月 日 至    年 月 日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

（単位： 円） 

 ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ 合計 

外部顧客への売上高 ××× ××× ××× ××× 

 

２．地域ごとの情報 

⑴ 売上高 

（単位： 円） 

日本 ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ 合計 

××× ××× ××× ××× ××× ××× 

 

⑵ 有形固定資産 



（単位： 円） 

日本 ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ 合計 

××× ××× ××× ××× ××× ××× 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

（単位： 円） 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

・・・・・・ ××× ・・・・・・ 

 

（記載上の注意） 

１．中間連結財務諸表作成のために採用している会計処理基準に基づく金額により記載す

ること。 

２．「１．製品及びサービスごとの情報」には、個別の製品・サービス、製品・サービス

の種類、製品・サービスの性質、製品の製造方法、製品の販売市場その他の類似性に基

づいて区分した顧客への売上高（セグメント間の内部売上高及び振替高を除く。以下こ

の様式において「外部顧客への売上高」という。）のうち、中間連結損益計算書の売上

高の 10％以上を占めるものについて記載すること。ただし、当該事項を記載すること

が困難である場合には、当該事項に代えて、その旨及びその理由を記載することができ

る。 

また、単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売

上高の 90％を超える場合には、その旨を記載することにより当欄の記載を省略するこ

とができる。 

３．「２．地域ごとの情報」には、次の⑴及び⑵に掲げる事項を記載すること。ただし、

当該事項を記載することが困難である場合には、当該事項に代えて、その旨及びその理

由を記載することができる。 

⑴ 外部顧客への売上高を本邦（外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第 228 号）

第６条第１項第１号に規定する本邦をいう。以下この様式において同じ。）又は本邦

以外に区分した金額（本邦以外の外部顧客への売上高のうち、一国に係る金額であっ

て、中間連結損益計算書の売上高の 10％以上を占めるものがある場合には、当該国に

区分した金額）及び当該区分の基準 

⑵ 有形固定資産の金額を有形固定資産の所在地によって本邦又は本邦以外に区分し

た金額（本邦以外の有形固定資産の金額のうち、一国に所在している有形固定資産の

金額であって、中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の 10％以上を占めるものが

ある場合には、当該国に区分した金額） 

４．「２．地域ごとの情報」には、３．に定める国に区分した金額のほか、特定の地域に

属する複数の国に係る金額を合計した金額を記載することができる。 

５．３．にかかわらず、本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が中間連結損益計算書



の売上高の 90％を超える場合又は本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結

貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超える場合には、その旨を記載することに

より３．⑴又は⑵に掲げる事項の記載を省略することができる。 

６．「３．主要な顧客ごとの情報」には、外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売

上高（同一の企業集団に属する顧客への売上高を集約している場合には、その売上高）

であって、中間連結損益計算書の売上高の 10％以上を占めるものがある場合には、当

該顧客の名称又は氏名、当該顧客への売上高及び当該顧客との取引に関連する主な報告

セグメントの名称を記載しなければならない。 

７．連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合その他この様式によりがたい場合に

は、当該様式に準じて記載することができる。 


